
第

三

百

四

十

七

号

令

和

四

年

十

一

月

十

一

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

四
五
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

(

税

務

課)

四
五
三

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

四
五
三

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

四
五
四

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(
農
地
整
備
課)

四
五
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
岐
阜
農
林
事
務
所)

四
五
五

規

則

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
五
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
号
様
式
の
十
備
考
第
五
号
中｢ま

た
｣

を｢な
お
｣

に
、｢行

う
こ
と
｡
｣

を｢行
う
こ

と
｡
ま
た
､
年
度
末
残
高
が
｢０
｣
で
あ
る
と
き
は
､
年
度
の
累
計
を
記
載
し
た
次
行
に
､
３
月
31日

付
け
で
｢翌
年
度
へ
繰
越
な
し
｣
と
し
て
払
の
記
帳
を
行
う
こ
と
｡
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和４年11月11日 岐 阜 県 公 報 第 347 号( 451 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)
第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

白
川
町

二

事
業
の
種
類

白
川
町
新
庁
舎
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

加
茂
郡
白
川
町
河
岐
字
西
ケ
小
井
戸
及
び
字
本
田
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

白
川
町
新
庁
舎
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条

各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
は
、
白
川
町
が
そ
の
事
務
の
用
に
供
す
る
施
設
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三

条
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
白
川
町
は
、
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
実

施
す
る
権
能
を
有
す
る
と
と
も
に
、
議
会
の
議
決
を
経
て
予
算
措
置
を
講
じ
、
ま
た
、
整
備
が
完

了
す
る
令
和
六
年
度
ま
で
の
予
算
確
保
を
確
約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充

分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
白
川
町
の
現
庁
舎
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
建
設
さ
れ
、
以
後
増

築
を
し
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
最
も
古
い
部
分
は
建
設
後
六
十
四
年
が
経
過
し
て
い
る
。

庁
舎
に
は
災
害
時
に
業
務
を
継
続
し
つ
つ
、
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
業
務
の
拠
点
と
な
る

機
能
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
庁
舎
は
、
耐
震
性
能
の
不
足
に
加
え
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
内
に

位
置
し
、
そ
の
一
部
は
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
地
震
や

豪
雨
の
際
に
は
こ
れ
ら
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
庁
舎
は
、
度
重
な
る
増
築
の
た
め
窓
口
が
分
散
し
て
お
り
、
町

民
の
利
便
性
の
低
下
や
職
員
の
業
務
効
率
の
低
下
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
耐
震
性
能
を
有
す
る
新
庁
舎
が
土
砂
災
害
警
戒
区
域
外
の
土
地

に
整
備
さ
れ
、
ま
た
、
町
民
の
利
用
頻
度
が
高
い
窓
口
を
集
約
し
て
配
置
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
解
消
が
見
込
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

令和４年11月11日 岐 阜 県 公 報 第 347 号( 453 )

有
限
会
社
野
村
石

油
店 名

称

旭

貴
志
夫

代
表
者
氏
名

郡
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八
幡
町
城
南
町
二

〇
五
番
地
一

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業

所
の
所
在
地

令
和

四
・
一
〇
・

一

取

消

年

月

日



本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
岐
阜
県
環
境
影
響

評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

に
定
め
る
対
象
事
業
で
は
な
い
が
、
本
件
事
業

が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
起
業
者
が
任
意
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
周
辺
は
住
宅

が
密
集
す
る
地
域
で
は
あ
る
が
、
日
影
に
よ
る
周
辺
の
生
活
環
境
へ
の
大
き
な
影
響
は
な
く
、

か
つ
、
起
業
地
に
は
保
護
の
た
め
特
別
な
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
。

ま
た
、
起
業
地
の
一
部
に
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

第
九
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
が
存
在
す
る
が
、
起
業
者
は
、
集
落
を

形
成
し
た
形
跡
や
明
確
な
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
る
影
響
は
な

い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
白
川
町
教
育
委
員
会
に
確
認
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

起
業
地
は
、
白
川
町
議
会
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会
等
が
第
一
候
補
と
し
た
同
町
河
岐
地
内
で
、

幹
線
道
路
沿
い
に
あ
る
こ
と
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
外
で
あ
る
こ
と
及
び
現
庁
舎
の
駐
車
可
能

台
数
以
上
の
駐
車
場
を
確
保
で
き
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
選
定
し
た
三
案
の
候
補
地
か
ら
、
地

理
的
及
び
経
済
的
な
観
点
か
ら
総
合
的
に
勘
案
し
、
最
も
優
れ
た
案
を
選
定
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

四�
総
合
的
判
断

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
す
る
と
、

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
の
選
定
は
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
庁
舎
は
、
耐
震
性
能
の
不
足
に
加
え
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
内

に
位
置
し
、
そ
の
一
部
は
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
災
害
時

に
庁
舎
に
求
め
ら
れ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
窓
口
の
分

散
に
よ
る
町
民
の
利
便
性
の
低
下
や
職
員
の
業
務
効
率
の
低
下
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
お
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
総
合
的
判
断

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

白
川
町
役
場
総
務
課公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
職
員
用
パ
ソ
コ
ン
に
供
す
る
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
製
品
ラ
イ

セ
ン
ス
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
８
月
26日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
９
月
５
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
24番
15号

株
式
会
社
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ
中
部
支
社

支
社
長
木
下
浩
一

第 347 号 岐 阜 県 公 報 令和４年11月11日 ( 454 )



６
落
札
金
額
49,132,875円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
情
報
シ
ス
テ
ム

係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第

四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

各
務
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
監
事

山

田

良

司

関
市
下
白
金
町

一
五
七
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

各
務
用
水

土
地
改
良

区

令
和�･��･��
監
事

西

村

好

則

関
市
下
白
金

一
〇
六
六
番
地
三
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室
原
土
地
改
良
区

施

行

者

名

室

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

四
・
一
〇
・
二
四

認

可

年

月

日



第 347 号 岐 阜 県 公 報 令和４年11月11日 ( 456 )

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


